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議 案 番 号 案　　　　件　　　　名 主　管　部

認定第１号 令和４年度うるま市一般会計歳入歳出決算認定について 財務部

認定第２号 令和４年度うるま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 市民生活部

認定第３号 令和４年度うるま市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 福祉部

認定第４号
令和４年度うるま市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

水道部

認定第５号
令和４年度うるま市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい
て

市民生活部

認定第６号 令和４年度うるま市水道事業会計決算認定について 水道部

認定第７号 令和４年度うるま市下水道事業会計決算認定について 水道部

報告第18号
令和４年度決算に基づくうるま市健全化判断比率及び資金不足比率の
報告について

財務部

報告第19号
うるま市教育委員会事務点検・評価の報告について（令和４年度事業
対象）

社会教育部

報告第20号 放棄した債権の報告について（生活保護費返還金） 福祉部

報告第21号 放棄した債権の報告について（児童手当返還金） こども未来部

報告第22号 放棄した債権の報告について（児童扶養手当返還金） こども未来部

報告第23号 放棄した債権の報告について（幼稚園保育料等） こども未来部

報告第24号 放棄した債権の報告について（芸術振興施設使用料） 社会教育部

議案第58号 令和４年度うるま市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 水道部

議案第59号 令和４年度うるま市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 水道部

議案第60号 令和５年度うるま市一般会計補正予算（第３号） 財務部 先議

議案第61号 令和５年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 水道部

議案第62号 令和５年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 水道部 先議

議案第63号 令和５年度うるま市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 水道部

議案第64号 令和５年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第２号） 福祉部 先議

議案第65号 令和５年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 市民生活部

議案第66号 令和５年度うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 市民生活部

議案第67号 うるま市市道路線の廃止及び認定について 都市建設部

議案第68号 物品の取得について（高規格救急自動車） 消防本部 先議

議案第69号 具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区）請負契約について 都市建設部

令和５年９月第１７０回うるま市議会定例会付議事件名　　
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議 案 番 号 案　　　　件　　　　名 主　管　部

令和５年９月第１７０回うるま市議会定例会付議事件名　　

議案第70号 具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区）請負契約について 都市建設部

議案第71号 具志川小学校校舎増改築工事（電気）請負契約について 都市建設部

議案第72号 具志川小学校校舎増改築工事（機械）請負契約について 都市建設部

議案第73号 うるま市税条例の一部を改正する条例 財務部

議案第74号
うるま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する
条例

消防本部

議案第75号 うるま市火災予防条例の一部を改正する条例 消防本部

議案第76号
中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業施行条例の一部を改正
する条例

都市建設部

議案第77号 うるま市景観条例の一部を改正する条例 都市建設部

議案第78号 うるま市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 都市建設部

議案第79号 うるま市建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例 都市建設部

議案第80号
うるま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す
る条例の一部を改正する条例

こども未来部

議案第81号
うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

こども未来部

議案第82号 うるま市印鑑条例の一部を改正する条例 市民生活部

議案第83号 うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例 農林水産部
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議案第５８号 

 

 

令和４年度うるま市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 

 令和４年度うるま市水道事業会計決算に伴う未処分利益剰余金を別紙のうるま市

水道事業剰余金処分計算書のとおり処分することについて、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年９月４日提出 

                  

        うるま市長 中村 正人 

 

 

 

提案理由 

 未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、

議会の議決を必要とするため提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

当年度末残高 6,462,317,356 515,829,313 335,576,616

議会の議決による処分額 147,044,455 0 △ 335,576,616

0 0 △ 188,532,161

0 0 0

147,044,455 0 △ 147,044,455

（繰越利益剰余金）

6,609,361,811 515,829,313 0

減債積立金の積立

建設改良積立金の積立

資本金への組入れ

処分後残高

令和４年度　うるま市水道事業剰余金処分計算書

資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金
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議案第５９号 

 

 

令和４年度うるま市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 

 令和４年度うるま市下水道事業会計決算に伴う未処分利益剰余金を別紙のうるま

市下水道事業剰余金処分計算書のとおり処分することについて、地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年９月４日提出 

                  

        うるま市長 中村 正人 

 

 

 

提案理由 

 未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、

議会の議決を必要とするため提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

当年度末残高 975,370,901 437,323,974 261,068,338

議会の議決による処分額 128,208,541 0 △ 261,068,338

0 0 △ 132,859,797

0 0 0

128,208,541 0 △ 128,208,541

（繰越利益剰余金）

1,103,579,442 437,323,974 0

減債積立金の積立

建設改良積立金の積立

資本金への組入れ

処分後残高

令和４年度　うるま市下水道事業剰余金処分計算書

資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金
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議案第６０号 

 

   令和５年度うるま市一般会計補正予算（第３号） 

 

令和５年度うるま市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１６０，７７３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４，２７０，７３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和５年９月４日提出 

 

                            うるま市長 中村 正人  

 



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

１　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

                                                  -2-                                                 

 1市税 12,665,366 312,114 12,977,480

 2固定資産税 6,952,551 275,957 7,228,508

 3軽自動車税 479,992 36,157 516,149

11地方特例交付金 97,171 9,530 106,701

 1地方特例交付金 97,171 9,530 106,701

12地方交付税 14,900,803 △402,942 14,497,861

 1地方交付税 14,900,803 △402,942 14,497,861

14分担金及び負担金 245,285 299 245,584

 1負担金 245,285 299 245,584

15使用料及び手数料 790,116 △313 789,803

 1使用料 359,086 △313 358,773

16国庫支出金 19,050,211 △220,392 18,829,819

 1国庫負担金 14,043,433 4,552 14,047,985

 2国庫補助金 4,908,436 △224,944 4,683,492

17県支出金 8,503,476 135,568 8,639,044

 1県負担金 4,449,539 285 4,449,824

 2県補助金 3,833,276 135,283 3,968,559

18財産収入 493,144 28,035 521,179

 2財産売払収入 6 28,035 28,041

19寄附金 356,001 826 356,827

 1寄附金 356,001 826 356,827

20繰入金 5,771,743 93,259 5,865,002

 1特別会計繰入金 103,432 49,879 153,311

 2基金繰入金 5,668,311 43,380 5,711,691

21繰越金 1 3,451,210 3,451,211

 1繰越金 1 3,451,210 3,451,211



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

                                                  -3-                                                 

22諸収入 479,260 23,091 502,351

 4雑入 381,221 23,091 404,312

23市債 3,946,873 △269,512 3,677,361

 1市債 3,946,873 △269,512 3,677,361

71,109,962 3,160,773 74,270,735



２　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

                                                  -4-                                                 

 1議会費 364,176 319 364,495

 1議会費 364,176 319 364,495

 2総務費 4,890,088 2,078,877 6,968,965

 1総務管理費 3,785,629 2,070,390 5,856,019

 2徴税費 576,126 7,987 584,113

 6監査委員費 30,618 500 31,118

 3民生費 36,491,975 184,318 36,676,293

 1社会福祉費 13,978,887 90,069 14,068,956

 2児童福祉費 16,556,624 106,047 16,662,671

 3生活保護費 5,956,464 △11,798 5,944,666

 4衛生費 4,884,066 466,773 5,350,839

 1保健衛生費 2,936,184 466,675 3,402,859

 2清掃費 1,947,882 98 1,947,980

 5労働費 142,891 2,040 144,931

 2労働諸費 142,891 2,040 144,931

 6農林水産業費 1,419,591 16,974 1,436,565

 1農業費 1,118,098 16,959 1,135,057

 2林業費 20,979 15 20,994

 3水産業費 280,514 0 280,514

 7商工費 1,836,021 66,535 1,902,556

 1商工費 1,836,021 66,535 1,902,556

 8土木費 5,667,823 △130,287 5,537,536

 1土木管理費 290,864 △55,139 235,725

 2道路橋梁費 1,858,111 △56,668 1,801,443

 4都市計画費 3,265,544 5,643 3,271,187

 5住宅費 158,075 △24,123 133,952



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

                                                  -5-                                                 

 9消防費 1,847,185 11,291 1,858,476

 1消防費 1,847,185 11,291 1,858,476

10教育費 8,437,639 △99,116 8,338,523

 1教育総務費 1,396,700 33,807 1,430,507

 2小学校費 2,658,672 22,278 2,680,950

 3中学校費 973,633 19,531 993,164

 5社会教育費 1,125,187 26,828 1,152,015

 6保健体育費 2,205,411 △201,560 2,003,851

14予備費 250,000 563,049 813,049

 1予備費 250,000 563,049 813,049

71,109,962 3,160,773 74,270,735



１　追 加

市民税課管理費
（市民税賦課データ入力委託料）

財務部
市民税課

市民税課管理費
（申告補助人材派遣業務委託料）

財務部
市民税課

納税等お知らせセンター運営事業
財務部
納税課

火葬施設老朽化対策事業
企画部

プロジェクト推進１課

勝連城跡周辺整備事業
企画部

プロジェクト推進２課

学務課管理費
（就学時健康診断委託料）

学校教育部
学務課

教育施設ＬＥＤ化事業
社会教育部
教育施設課

小学校管理費
（定期健康診断委託料）

学校教育部
学務課

中学校管理費
（定期健康診断委託料）

学校教育部
学務課

図書館管理費
（ＡＥＤ借上料）

社会教育部
図書館

与那城総合公園陸上競技場整備事業
経済産業部
スポーツ課

２　変 更

期間 限度額 期間 限度額

生活保護システム更新事業
福祉部
保護課

令和６年度 14,089 令和６年度 34,471

令和６年度 6,000

第２表　 債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　間 限度額

令和６年度 2,098

令和６年度から
令和９年度まで

78,414

令和６年度から
令和８年度まで

2,735,224千円に物価変動及
び税制度の変更等を基に定
める改定式により算定され
た金額を加算又は減算した
額

令和６年度から
令和24年度まで

3,347,626千円に金利変動、
物価変動、税制度の変更及
び需要変動等を基に定める
改定式により算定された金
額を加算又は減算した額

令和６年度
受診者数に1人当たりの単
価を乗じた額と消費税及
び地方消費税の合計額

令和６年度から
令和15年度まで

58,090

（単位：千円）

令和６年度
受診者数に1人当たりの単
価を乗じた額と消費税及
び地方消費税の合計額

令和６年度
受診者数に1人当たりの単
価を乗じた額と消費税及
び地方消費税の合計額

令和６年度から
令和10年度まで

1,585

令和６年度 540,000

事　　　　　項
補正前 補正後
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第３表　地 方 債 補 正

変 更

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

環境衛生施設等整備事業債 225,500 233,000

道路整備事業債 193,900 189,900

小学校債 835,100 836,200

給食施設整備事業債 285,500 235,200

保健体育施設整備事業債 503,000 419,800

消防施設整備事業債 549,000 550,800

臨時財政対策債 348,273 205,861

合 計 2,940,273 2,670,761

起債の目的
補 正 前 補 正 後

（単位：千円）

証書借入
又は

証券発行

 

　年5.0%以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
等について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。
　ただし、市
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、又
は繰上償還も
しくは低利に
借換えするこ
とができる。

証書借入
又は

証券発行

 

　年5.0%以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
等について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。
　ただし、市
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、又
は繰上償還も
しくは低利に
借換えするこ
とができる。
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予算に関する説明書 
 



 



１　総　括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（歳　入）
（単位：千円）

款 　 計 　補 正 額補 正 前 の 額

　 歳 入 合 計 　

                                                  -9-                                                 

　１

１１

１２

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

市税

地方特例交付金

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

12,665,366

97,171

14,900,803

245,285

790,116

19,050,211

8,503,476

493,144

356,001

5,771,743

1

479,260

3,946,873

71,109,962

312,114

9,530

△402,942

299

△313

△220,392

135,568

28,035

826

93,259

3,451,210

23,091

△269,512

3,160,773

12,977,480

106,701

14,497,861

245,584

789,803

18,829,819

8,639,044

521,179

356,827

5,865,002

3,451,211

502,351

3,677,361

74,270,735
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8,370比 較 3,213 △ 4,100 6 0 6,724

手　　当 手　　当

補 正 前 1,011,436 526,148 44,167 9,450 213,087 714,583

補 正 後 1,014,649 522,048 44,173 9,450 219,811 722,953

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

2,220 6,915 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当

補 正 後 572 51 40,272 118,748 86,161 60,675 37,986

勤務手当 負 担 金

(千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

比 較 0 51 520 5,550 3,420

695

補 正 前 572 0 39,752 113,198 82,741 58,455 31,071 695

(△ 22)

※（　）内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
△ 2

5,944 34,830 32,889 73,663 21,222 94,885

管 理 職 特殊勤務

(千円) (千円)

補正前
848

1,737,197 3,097,979 2,845,355 7,680,531 1,421,172 9,101,703
(1,066)

補正後
846

1,743,141 3,132,809 2,878,244 7,754,194 1,442,394 9,196,588
(1,044)

給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

２　一般職

　(1) 総括

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費 合 計

備 考報 酬

(千円) (千円)

0 3,266

0 3,266 0 3,2660.00

0

その他 12 3,266 0 0

0 3,266

371,801

比
　
較

長 等 0 0 0 0 0.00

0.00 0 0 0 0

0 0 0 0

計 12 3,266 0

8,166 318,960

議 員 0 0 0 0

52,841

その他 1,381 84,104 0 0 0.00 0 84,104 0

46,386 3.30 0 190,866 45,750 236,616

84,104

補
正
前

長 等 3 0 27,216 8,608

議 員 30 144,480 0

計 1,414 228,584 27,216 54,994

0 87,370 0 87,3700.00

3.30 8,166 43,990 7,091 51,081

45,750 236,616

8,166 43,990 7,091 51,081

計 1,426 231,850 27,216 54,994

その他 1,393 87,370 0 0

8,166 322,226 52,841 375,067

議 員 30 144,480 0 46,386

(千円) (千円) (千円)

補
正
後

長 等 3 0 27,216 8,608 3.30

(人) (千円) (千円) (千円) (月) (千円)

3.30 0 190,866

給 料
期 末 手 当 その他

の手当
計

額 支給率

給　　与　　費　　明　　細　　書

１　特別職

区 分
職員数

給　　　　与　　　　費

共 済 費 合 計
備 考報 酬
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0比 較 1,683 0 0 0 0

補 正 前 337,102 0 0 0 0 0

補 正 後 338,785 0 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

手　　当 手　　当 勤務手当 負 担 金

0 0 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当

比 較 0 0 0 0 0

0

補 正 前 0 0 0 0 0 0 0 0

補 正 後 0 0 0 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

2,466,427

(△ 4)

※（　）内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
0

5,944 0 1,683 7,627 972 8,599

管 理 職 特殊勤務

(千円)

(千円)

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費

(1,024)

補正前
0

1,737,197 0 337,102 2,074,299 383,529 2,457,828
(1,028)

補正後
0

1,743,141 0 338,785 2,081,926 384,501

合 計
備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

8,370

　イ　会計年度任用職員

比 較 1,530 △ 4,100 6 0 6,724

(千円)(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 前 674,334 526,148 44,167 9,450 213,087 714,583

補 正 後 675,864 522,048 44,173 9,450 219,811 722,953

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

手　　当 手　　当 勤務手当 負 担 金

2,220 6,915 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当

比 較 0 51 520 5,550 3,420

695

補 正 前 572 0 39,752 113,198 82,741 58,455 31,071 695

補 正 後 572 51 40,272 118,748 86,161 60,675 37,986

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

6,730,161

(△ 18)

※（　）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
△ 2

0 34,830 31,206 66,036 20,250 86,286

管 理 職 特殊勤務

(千円)

(千円)

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費

(20)

補正前
848

0 3,097,979 2,508,253 5,606,232 1,037,643 6,643,875
(38)

補正後
846

0 3,132,809 2,539,459 5,672,268 1,057,893

合 計
備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

　ア　会計年度任用職員以外の職員

(千円)(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
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職
員
手
当

32,889

制度改正に伴う増減分

そ の 他 の 増 減 分 32,889
職員の異動及び時間外勤務手当並び
に会計年度任用職員の期末手当の増
額によるもの

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分 34,830 職員の異動によるもの

給
　
　
料

34,830

給与改定に伴う増減分

区分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

説 明 備 考
(千円) (千円)

　(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
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期 間 金 額 期 間 金 額 国 ・ 県 地 方 債 そ の 他

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度） 令和６年度

～

令和９年度

（令和５年度） 令和６年度

～

令和８年度

（令和５年度） 令和６年度

～

令和24年度

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度） 令和６年度

～

令和15年度

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度） 令和６年度

～

令和10年度

（令和５年度）

令和６年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

（単位：千円）

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で
の 支 出 見 込 額

当 該 年 度 以 降
の 支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

6,000市民税課管理費
（市民税賦課データ入力委
託料）

2,098 2,098 2,098市民税課管理費
（申告補助人材派遣業務委
託料）

6,000 6,000

78,414納税等お知らせセンター運
営事業

2,735,224千円
に物価変動及
び税制度の変
更等を基に定
める改定式に
より算定され
た金額を加算
又は減算した
額

限度額
に同じ

2,270,600

464,624千円
に物価変動及
び税制度の変
更等を基に定
める改定式に
より算定され
た金額を加算
又は減算した
額

火葬施設老朽化対策事業

78,414 78,414

1,360,234千
円に金利変
動、物価変
動、税制度の
変更及び需要
変動等を基に
定める改定式
により算定さ
れた金額を加
算又は減算し
た額

勝連城跡周辺整備事業

34,471 34,471 34,471
生活保護システム更新事業

3,347,626千円
に金利変動、
物価変動、税
制度の変更及
び需要変動等
を基に定める
改定式により
算定された金
額を加算又は
減算した額

限度額
に同じ

816,892 1,170,500

全額学務課管理費
（就学時健康診断委託料）

58,090 58,090 58,090
教育施設ＬＥＤ化事業

受診者数に1人
当たりの単価
を乗じた額と
消費税及び地
方消費税の合
計額

限度額
に同じ

全額小学校管理費
（定期健康診断委託料）

受診者数に1人
当たりの単価
を乗じた額と
消費税及び地
方消費税の合
計額

限度額
に同じ

全額中学校管理費
（定期健康診断委託料）

受診者数に1人
当たりの単価
を乗じた額と
消費税及び地
方消費税の合
計額

限度額
に同じ

1,585図書館管理費
（ＡＥＤ借上料）

540,000 540,000 432,000 108,000与那城総合公園陸上競技場
整備事業

1,585 1,585
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(単位：千円)

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

1.普通債 31,639,642 31,533,655 3,466,600 3,124,399 31,875,856

(1)総務債 5,843,093 5,077,348 33,300 712,656 4,397,992

(2)民生債 319,662 289,994 0 29,423 260,571

(3)衛生債 3,200 2,880 233,000 320 235,560

(4)労働債 0 0 0 0 0

(5)農林水産債 868,913 883,269 67,000 77,886 872,383

(6)商工債 30,639 303,367 6,000 11,026 298,341

(7)土木債 9,226,206 9,123,280 745,000 1,163,415 8,704,865

(8)消防債 822,585 783,541 550,800 87,536 1,246,805

(9)教育債 14,525,344 15,069,976 1,831,500 1,042,137 15,859,339

2.災害復旧事業債 30,500 32,700 4,900 3,764 33,836

3.その他 16,108,673 15,041,752 205,861 1,500,446 13,747,167

(1)減税補填債 69,123 45,540 0 18,317 27,223

(2)減収補填債 129,099 122,303 0 6,795 115,508

(3)臨時税収補填債 0 0 0 0 0

(4)臨時財政対策債 15,910,451 14,873,909 205,861 1,475,334 13,604,436

計 47,778,815 46,608,107 3,677,361 4,628,609 45,656,859

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分
前々年度末

現在高
前年度末

現在高見込額

当該年度中増減見込
当該年度末

現在高見込額
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令 和 ５ 年 度

 うるま市水道事業会計補正予算 （第1号）

沖縄県うるま市
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議案第６１号 

 

 

令和５年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

第１条 令和５年度うるま市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

第２条 令和５年度うるま市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

  （科目）      （既決予定額）   （補正予定額）   （計） 

     支      出 

 第１款 水道事業費  3,081,592 千円   △2,929 千円    3,078,663 千円 

  第１項 営業費用  3,042,088 千円   △2,929 千円   3,039,159 千円 

 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額

920,284千円は、減債積立金 138,524千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 32,689 千円及び過年度分損益勘定留保資金 749,071 千円で補てんするもの

とする。」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 920,364 千円は、減

債積立金 138,524 千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,420 千

円及び過年度分損益勘定留保資金 760,420 千円で補てんするものとする。」に改め、

資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

  （科目）      （既決予定額）    （補正予定額）   （計） 

                 支      出 

 第１款 資本的支出  1,065,942 千円       80 千円   1,066,022 千円 

  第１項 建設改良費   772,691 千円       80 千円    772,771 千円 
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第４条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

    （科目）      （既決予定額）   （補正予定額）     （計） 

 （１）職員給与費     309,482 千円   △3,199 千円    306,283 千円 

 

 

 

令和５年９月４日提出                           

 

うるま市長 中村 正人  



予算に関する説明書





支　　出

1 水道事業費

1 営業費用

2 給配水費

3 業務費

4 総係費

支　　出

1 資本的支出

1 建設改良費

1 配水施設費

137,352 719 138,071 事業活動の全般に関する費用

174,942 △ 822 174,120
検針、料金調定及び収納業務に要す
る費用

配水及び給水施設の維持管理及び水
質検査業務に要する費用

3,042,088 △ 2,929 3,039,159

517,367 △ 2,826 514,541

713,828 80 713,908 配水施設の工事に要する費用

1,065,942 80 1,066,022

772,691 80 772,771

計 備　　　　　　　考

資 本 的 支 出

（単位：千円）

款　・　項　・　目 既決予定額 補正予定額

令和５年度 うるま市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

3,081,592 △ 2,929 3,078,663

補正予定額既決予定額 計

（単位：千円）

款　・　項　・　目 備　　　　　　　考

収 益 的 支 出
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1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益（△純損失）
減価償却費
固定資産除却費
引当金の増減額
長期前受金戻入額
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）
未収金の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払金の増減額（△は増加）
その他流動資産の増減（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
その他流動負債の増減額（△は減少）

利息及び配当金の受取額
利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
国庫補助金による収入
工事負担金による収入
他会計繰入金による収入
国庫補助金の返還による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債の償還による支出
他会計からの借入金による収入
他会計長期借入金の償還による支出
リース債務の返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

559,628

 令和５年度うるま市水道事業会計

予定キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

76,712

（単位：千円）

2

62,380
17,585

△ 248,298
△ 1,283
19,277

1
△ 4,117
△ 3,825
36,614

0
50,863

19,201

小　計 565,539
1,283

△ 19,277

547,545

△ 822,941
△ 1

0

110,910
△ 100,000

△ 183,250

△ 426,179

2,551,625

2,125,446

2,357
0

△ 790,474

△ 138,524
0

0
△ 44,726
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１．総括

ア　会計年度任用職員以外の職員

イ　会計年度任用職員

２．給料及び手当の増減額の明細

給　与　費　明　細　書

区　　　　分

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職 報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 32（9） 16,671 126,931 117,869 261,471 44,812 306,283

補正前 0 32（9） 18,471 125,581 120,432 264,484 44,998 309,482

△ 3,013 △ 186 △ 3,199

　※（　）内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員（外書き）

手当の内訳

区　　分

期末・勤勉
手当

扶養手当 通勤手当 住居手当

比較 0 0（0） △ 1,800 1,350 △ 2,563

時間外
勤務手当

管理職
手当

特殊勤務
手当

退職給付費 その他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 51,518 5,124 1,589 3,193 4,859 2,580 60 17,583 31,363

31,508

比　較 △ 1,470 △ 570 194 △ 1,130 438 120 0 0 △ 145

補正前 52,988 5,694 1,395 4,323 4,421 2,460 60 17,583

区　　　　分

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職 報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 32（2） 0 126,931 114,726 241,657 41,195 282,852

補正前 0 32（1） 0 125,581 116,682 242,263 41,061 283,324

比較 0 0（1） 0 1,350 △ 1,956 △ 606 134 △ 472

　※（　）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

手　当　の　内　訳

区　　分

期末・勤勉
手当

扶養手当 通勤手当 住居手当
時間外

勤務手当
管理職
手当

特殊勤務
手当

退職給付費 その他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 48,375 5,124 1,589 3,193 4,859 2,580 60 17,583 31,363

補正前 49,238 5,694 1,395 4,323 4,421 2,460 60 17,583 31,508

（千円） （千円）

比　較 △ 863 △ 570 194 △ 1,130 438 120 0 0 △ 145

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職 報　酬 給　料区　　　　分 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円）

23,431

補正前 0 （8） 18,471 0 3,750 22,221 3,937 26,158

補正後 0 （７） 16,671 0 3,143 19,814 3,617

△ 2,407 △ 320 △ 2,727

※（　）内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

手　当　の　内　訳

区　　分
期末手当 扶養手当 通勤手当 住居手当

比較 0 （△1） △ 1,800 0 △ 607

時間外
勤務手当

管理職
手当

特殊勤務
手当

退職給付費 その他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 3,143 0 0 0 0

比　較 △ 607 0 0 0

0 0 0 0

補正前 3,750 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考
（千円） (千円）

手　当 △ 2,563

制度改正に伴う増減分 0

その他の増減分 △ 2,563

昇給に伴う増加分 0

その他の増減分 1,350 人事異動等によるもの

給　料 1,350

給与改定に伴う増減分 0

人事異動等によるもの
職員の生活状況の変更、管理職手当（主務課長）の増
額及び時間外勤務手当の増額によるもの
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（単位：千円）

1  

　（１） 有　 形　 固　 定　 資　 産

　　　イ　土地 ｲ 225,334

　　　ロ　建物　 ﾛ 534,026

　　　　 　減価償却累計額　 　 △ 272,352 261,674

　　　ハ　構築物　 ﾊ 23,122,463

　　　　 　減価償却累計額　 △ 12,739,460 10,383,003

　　　ニ　機械及び装置　 ﾆ 1,312,969

　　　　 　減価償却累計額　 △ 982,437 330,532

　　　ホ　車両運搬具　 ﾎ 21,781

　　　　 　減価償却累計額　 △ 13,432 8,349

　　　ヘ　工具器具及び備品　 ﾍ 84,847

　　　　 　減価償却累計額　 　 △ 53,857 30,990

ﾄ 254,492

　　　有形固定資産合計　 　 11,494,374

　（２）無形固定資産（２） 無　 形　 固　 定　 資　 産

　　　イ　施設利用権　 ｲ 72,206

ﾛ 763

　　　無形固定資産合計　 72,969

（３） 投　資　そ　の　他　の　資　産

ｲ 200,000

200,000

　 11,767,343

2  

　（１）現金預金（１） 2,125,446

　（２）未収金（２）

　　　イ　営業未収金　 ｲ 266,004

　　　イ　営業未収金　 △ 625 265,379

ロ 6,037

　 271,416

　（３）貯蔵品（３）

　　　イ　材料　 ｲ 8,367

　　　ロ　量水器　 ﾛ 10,830

　 19,197

　（４）その他流動資産（４）

　　　イ　保管有価証券　 ｲ 100

　　　イ　保管有価証券　 100

　 2,416,159

14,183,502

未 収 金 合 計

貯 蔵 品

投 資 有 価 証 券

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

電 話 加 入 権

貸 倒 引 当 金

営 業 外 未 収 金

減 価 償 却 累 計 額

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

営 業 未 収 金

（ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部　　

固 定 資 産

 令和５年度　 う る ま 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

土 地

建 物

車 両 運 搬 具

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

施 設 利 用 権

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

量 水 器

材 料

貯 蔵 品 合 計

資 産 合 計

そ の 他 流 動 資 産

保 管 有 価 証 券

そ の 他 流 動 資 産 合 計

流 動 資 産 合 計
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（単位：千円）
3

（１）

ｲ
646,995

646,995

（２）

ｲ
193,351

ﾛ 75,468

268,819

（３）

ｲ 85,830

85,830

1,001,644

4

（１）

ｲ
131,116

131,116

（２）

ｲ
29,856

ﾛ 14,980

44,836

（３）
ｲ 200,727

ﾛ 0

ﾊ 53,213

253,940

（４）

ｲ 16,413

ﾛ 3,313

19,726

（５）

ｲ 82,642

ﾛ 100

82,742

532,360

5

10,700,781

△ 6,258,749

4,442,032

5,976,036

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

預 り 有 価 証 券

そ の 他 流 動 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

流 動 負 債

企 業 債

固 定 負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

企 業 債 合 計

建設改良費等の財源に充て
る た め の 企 業 債

他 会 計 借 入 金

建設改良費等の財源に充て
る た め の 長 期 借 入 金

そ の 他 の 長 期 借 入 金

他 会 計 借 入 金 合 計

そ の 他 未 払 金

未 払 金 合 計

未 払 金
営 業 未 払 金

営 業 外 未 払 金

企 業 債

建設改良費等の財源に充て
る た め の 企 業 債

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部　　

固 定 負 債

企 業 債 合 計

建設改良費等の財源に充て
る た め の 長 期 借 入 金

他 会 計 借 入 金 合 計

引 当 金 合 計

退 職 給 付 引 当 金

他 会 計 借 入 金

そ の 他 の 長 期 借 入 金

引 当 金

引 当 金 合 計

預 り 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

そ の 他 流 動 負 債
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（単位：千円）

6 6,609,362

7

（１）

　 ｲ 400,494

ﾛ 53,822

ﾊ 54,542

ﾆ 6,971

515,829

（２）

ｲ 336,125

ﾛ 526,915

ﾊ 4,000

ﾆ 215,235

1,082,275

1,598,104

8,207,466

14,183,502負 債 資 本 合 計

工 事 負 担 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金

建 設 改 良 積 立 金

災 害 準 備 積 立 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

受 贈 財 産 評 価 額

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部　　

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

補 助 金
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支　　出

1 水道事業費

1 営業費用

2 給配水費

1

2 期末手当

勤勉手当

扶養手当

通勤手当

住居手当

児童手当

6 共済組合負担金

社会保険料

9 費用弁償

3 業務費

2 期末手当

勤勉手当

扶養手当

住居手当

時間外勤務手当

児童手当

5 会計年度任用職員報酬

6 共済組合負担金

社会保険料

9 費用弁償

18

19

4 総係費

1

2 期末手当

勤勉手当

扶養手当

通勤手当

住居手当

時間外勤務手当

管理職手当

水道料金収納等手数料

59

222

190

報酬

手数料 19,815 2,180 21,995

90

△ 300

120

総合事務組合負担金

180

旅費 351 △ 77 274

委託料 65,232 131 65,363

9,756

△ 150

33

△ 640

△ 330

51

379

△ 150

旅費 1,391 △ 50 1,341

法定福利費 12,691 △ 674 12,017

補正予算（第１号）実施計画明細書

（単位：千円）

517,367 △ 2,826 514,541

34,048 150 34,198

3,081,592

3,042,088

△ 2,929

△ 2,929

既決予定額 補正予定額 計款　・　項　・　目　・　節

3,078,663

収 益 的 支 出

104

80

△ 500

△ 913

36,109

31,696 747 32,443 186

34,909 1,200

17,025

9,884

3,622 △ 1,800 1,822

総合事務組合負担金

226

△ 400

137,352 719 138,071

△ 128

手当 24,853 △ 2,252 22,601 △ 720

△ 216

△ 600

3,039,159

備考（増減）

給料

給料

手当

職員互助会負担金

職員互助会負担金

13

△ 270

総合事務組合負担金

△ 180

1

手当

法定福利費

174,942 △ 822 174,120

18,153 △ 1,128
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支　　出

6 共済組合負担金

社会保険料

12 備品

18

19

支　　出

1 資本的支出

1 建設改良費

1 配水施設費

2 児童手当

60

職員互助会負担金 6

委託料 13,268 △ 2,051 11,217

12,046 616 12,662 550

備消品費 4,499 182 4,681

手数料 146 25 171

80 713,908

1,065,942 80 1,066,022

772,691 80 772,771

資 本 的 支 出
（単位：千円）

手当 18,900 80 18,980

款　・　項　・　目　・　節 既決予定額 補正予定額 計 備考（増減）

713,828

法定福利費

（単位：千円）

款　・　項　・　目　・　節 既決予定額 補正予定額 計 備考（増減）
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令 和 ５ 年 度

   うるま市下水道事業会計補正予算 （第１号）

沖縄県うるま市



 



- 1 - 

 

議案第６２号 

 

 

令和５年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

第１条 令和５年度うるま市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

第２条 令和５年度うるま市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

   （科目）     （既決予定額）    （補正予定額）    （計） 

 

                 収      入 

 第１款 下水道事業収益 2,617,514 千円    △ 193 千円   2,617,321 千円 

  第２項 営業外収益  1,564,542 千円    △ 193 千円   1,564,349 千円 

 

       

                 支      出 

 第１款 下水道事業費用 2,512,014 千円     △ 168 千円   2,511,846  千円 

  第１項 営業費用   2,354,869 千円     △ 168 千円   2,354,701 千円 

 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額

549,114千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,207千円、過年度

分損益勘定留保資金104,377千円、当年度分損益勘定留保資金397,530千円で補てんす

るものとする。」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額549,114千円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 71,670 千円、過年度分損益勘定留保

資金69,731千円、当年度分損益勘定留保資金407,713千円で補てんするものとする。」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  

（科目）      （既決予定額）     （補正予定額）      (計） 

 

                 収      入 

 第１款 資本的収入   1,615,494 千円    △1,214  千円   1,614,280 千円 

  第２項 補助金     594,752 千円    △1,214 千円    593,538 千円 

  

  

支      出 

 第１款 資本的支出   2,164,608 千円     △1,214 千円   2,163,394 千円 

  第１項 建設改良費  1,275,919 千円     △1,214 千円    1,274,705 千円 
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第４条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

    （科目）          （既決予定額）    （補正予定額）       （計） 

 

（１）職員給与費     186,348 千円    △1,339  千円    185,009 千円 

 

 

  第５条 予算第１０条中「補助を受ける金額は464,887千円である。」を「補助を受ける金

額は463,480千円である。」に改める。  

 

 

 

令和５年９月４日提出                           

 

うるま市長 中村 正人 

     



予算に関する説明書



 



収　　入

1 下水道事業収益

2 営業外収益

2 他会計補助金

支　　出

1 下水道事業費用

1 営業費用

1 汚水管渠費

3 処理場費

5 排水設備費

6 総係費

収　　入

1 資本的収入

2 補助金

3 他会計補助金

支　　出

1 資本的支出

1 建設改良費

1

1,275,919 △ 1,214 1,274,705

汚水管渠建設費 681,573 △ 1,214 680,359

款　・　項　・　目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　　　　考

2,164,608 △ 1,214 2,163,394

（単位：千円）

77,112 △ 1,214 75,898

594,752 △ 1,214 593,538

款　・　項　・　目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　　　　考

1,615,494 △ 1,214 1,614,280

116,503 △ 1,912 114,591

資 本 的 収 入 及 び 支 出 

（単位：千円）

75,446 1,847 77,293

207,065 △ 429 206,636

2,354,869 △ 168 2,354,701

174,554 326 174,880

款　・　項　・　目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　　　　考

2,512,014 △ 168 2,511,846

（単位：千円）

387,775 △ 193 387,582

1,564,542 △ 193 1,564,349

2,617,514 △ 193 2,617,321

令和５年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

（単位：千円）

款　・　項　・　目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　　　　考
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1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益（△純損失）
減価償却費
固定資産除却費
過年度損益修正益
過年度損益修正損
引当金の増減額
長期前受金戻入額
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）
未収金の増減額（△は増加）
その他流動資産の増減（△は増加）
前払金の増減額（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
預り金及びその他流動負債の増減額（△は減少）

利息及び配当金の受取額
利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
国庫補助金による収入
工事負担金による収入
他会計繰入金による収入
出資の取り崩しによる収入
国庫補助金の返還による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債の借入による収入
建設改良企業債の償還による支出
その他企業債の借入による収入
その他企業債の償還による支出
他会計からの借入金による収入
他会計からの借入金の償還による支出
他会計からの出資による収入
他会計からの出資金の支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

△ 24,787

1,090

284,430

285,520

232,400
△ 174,879

0
0
0
0

小　計 671,241

△ 1
△ 151,944

△ 708,808

△ 990,301
0

△ 193,487
470,582

0
219,787

0
0

△ 493,419

626,500

519,296

151,944
0

△ 46,230
0

106,632
△ 43,327
△ 5,181

1

令和５年度うるま市下水道事業会計
予定キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：千円）

63,270
1,260,469

0
0
0
7

△ 816,344

- ４ -



１．総括

ア　会計年度任用職員以外の職員

イ　会計年度任用職員

２．給料及び手当の増減額の明細

手　当 512

制度改正に伴う増減分 0

その他の増減分 512
人事異動等によるもの
職員の生活状況の変更及び時間外勤務手当の
増額によるもの

昇給に伴う増加分 0

その他の増減分 1,139 人事異動等によるもの

(千円）

給　料 1,139

給与改定に伴う増減分 0

0 0 0

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考
（千円）

比　較 △ 277 0 0 0 0

補正前 2,616 0 0 0 0 0 0 0

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,339 0 0 0 0 0 0 0

△ 2,888 △ 300 △ 3,188

※（　）内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

手　当　の　内　訳

区　　分
期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当

比較 0 0（0） △ 2,611 0 △ 277

住居手当
時間外

勤務手当
管理職
手当

退職手当負
担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正前 0 0（5） 12,807 0 2,616 15,423 2,957 18,380

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 0（5） 10,196 0 2,339 12,535 2,657 15,192

1,893 0 204

区　　　　分

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職

比　較 △ 107 434 △ 600 95 △ 1,130

報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円）

補正前 17,653 13,260 3,744 924 2,502 3,373 1,620 13,955

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 17,546 13,694 3,144 1,019 1,372 5,266 1,620 14,159

1,928 △ 79 1,849

　※（　）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

手　当　の　内　訳

区　　分
期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当

比較 0 0（0） 0 1,139 789

住居手当
時間外

勤務手当
管理職
手当

退職手当負
担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正前 0 21（3） 0 83,850 57,031 140,881 27,087 167,968

（千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 0 21（3） 0 84,989 57,820 142,809 27,008 169,817

1,893 0 204

区　　　　分

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職

比　較 △ 384 434 △ 600 95 △ 1,130

報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円）

補正前 20,269 13,260 3,744 924 2,502 3,373 1,620 13,955

補正後 19,885 13,694 3,144 1,019 1,372 5,266 1,620 14,159

住居手当
時間外

勤務手当
管理職
手当

退職手当負
担金

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当

区　　　　分

職　員　数 給　与　費
法定福利費 合　計

特別職 一般職 報　酬 給　料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

比較

（千円）

　給　与　費　明　細　書

補正後 0 21（8） 10,196 84,989 60,159 155,344 29,665 185,009

0 0（0） △ 2,611 1,139 512

補正前 0 21（8） 12,807 83,850 59,647 156,304 30,044 186,348

△ 960 △ 379 △ 1,339

　※（　）内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員（外書き）

手　当　の　内　訳

区　　分

‐ 5 ‐



（ 単位 ： 千円 ）

1  
　（１） 有　 形　 固　 定　 資　 産
　　　イ　土地 ｲ 576,318
　　　ロ　建物　 ﾛ 674,977
　　　　 　減価償却累計額　 　 △ 73,030 601,947

　　　ハ　構築物　 ﾊ 32,177,091
　　　　 　減価償却累計額　 △ 3,827,214 28,349,877

　　　ニ　機械及び装置　 ﾆ 2,298,676
　　　　 　減価償却累計額　 △ 713,798 1,584,878

　　　ホ　車両運搬具　 ﾎ 586
　　　　 　減価償却累計額　 △ 27 559

　　　ヘ　工具器具及び備品　 ﾍ 6,053
　　　　 　減価償却累計額　 　 △ 531 5,522

ト 278,175

　　　有形固定資産合計　 　 31,397,276

　（２）無形固定資産（２） 無　 形　 固　 定　 資　 産
　　　イ　施設利用権　 ｲ 0

ﾛ 2,264,824
ﾊ 18,200

　　　ロ　電話加入権　 ﾆ 0

　　　無形固定資産合計　 2,283,024

（３） 投　資
ｲ 3,000

3,000

　 33,683,300

2  
　（１）現金預金（１） 285,520
　（２）未収金（２）
　　　イ　営業未収金　 ｲ 196,414
　　　イ　営業未収金　 △ 247 196,167

ロ 76,012

　 272,179

　（４）その他流動資産（３）
　　　イ　保管有価証券　 ｲ 50
　　　イ　保管有価証券　 50

　 557,749

34,241,049

令 和　５　年 度　　う る ま 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

建 物
減 価 償 却 累 計 額

構 築 物
減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

（ 令 和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部　　

固 定 資 産

土 地

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額

工 具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額

施 設 利 用 権

有 形 固 定 資 産 合 計

未 収 金 合 計

建 設 仮 勘 定

地 上 権

そ の 他 無 形 固 定 資 産

営 業 外 未 収 金

出 資 金
投 資 合 計

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

ソ フ ト ウ ェ ア

流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金

営 業 未 収 金

そ の 他 流 動 資 産
保 管 有 価 証 券
そ の 他 流 動 資 産 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

- ６ -



（ 単位 ： 千円 ）
3

（１）

ｲ

7,275,873

ﾛ 2,291,971

9,567,844

（２）

ｲ

0

ﾛ 0

0

（３） 0

9,567,844

4

（１）

ｲ

651,532
ﾛ 172,834

824,366

（２）

ｲ 115,850

ﾛ 0

ﾊ 130,001

245,851

（３）

ｲ 10,482

ﾛ 2,092

12,574

（４）

ｲ 615

ﾛ 50

665

1,083,456

5

25,181,931

△ 3,329,215

21,852,716

32,504,016

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部　　

固 定 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に充
て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金

建設改良費等の財源に充
て る た め の 長 期 借 入 金

そ の 他 の 長 期 借 入 金

他 会 計 借 入 金 合 計

引 当 金

そ の 他 の 企 業 債

そ の 他 未 払 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に充
て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

未 払 金

営 業 未 払 金

営 業 外 未 払 金

そ の 他 の 企 業 債

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

長 期 前 受 金

未 払 金 合 計

引 当 金

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

預 り 金

預 り 有 価 証 券

そ の 他 流 動 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

- ７ -



（ 単位 ： 千円 ）

6 1,103,579

7

（１）

　 ｲ 322,353

ﾛ 43,724

ﾊ 61,965

ﾆ 9,282

437,324

（２）

ｲ 0

ﾛ 0

ﾊ 196,130

196,130

633,454

1,737,033

34,241,049

利 益 剰 余 金

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部　　

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 県 補 助 金

受 贈 財 産 評 価 額

他 会 計 補 助 金

資 本 剰 余 金 合 計

他 会 計 負 担 金

負 債 資 本 合 計

減 債 積 立 金

建 設 改 良 積 立 金

当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

- ８ -



収　　入

1 下水道事業収益

2 営業外収益

2 他会計補助金

1

支　　出

1 下水道事業費用

1 営業費用

1 汚水管渠費

2 手当

勤勉手当

通勤手当

時間外勤務手当

6 法定福利費 共済組合負担金

社会保険料

職員互助会負担金

3 処理場費

1

2 手当

5 報酬

6 法定福利費

9 旅費

207,065

15,309 141

一般会計補助金

15,450

7,924 19

2,703 △ 800 1,903

款　・　項　・　目　・　節

△ 279134 10,794

2,354,701

期末手当

△ 136

△ 51

600

△ 175

2,512,014

△ 168

他会計補助金 387,775 △ 193 387,582

給料

2,354,869

（単位：千円）

備考（増減等）

△ 168 2,511,846

既決予定額

補正予算（第１号）実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

（単位：千円）

款　・　項　・　目　・　節 既決予定額 補正予定額 計 備考（増減等）

1,564,349

2,617,514 △ 193 2,617,321

1,564,542 △ 193

7,943

174,880326

5,235 192 5,427

211 △ 17 194

387,775 △ 193 387,582

△ 429

174,554

206,636

10,660

補正予定額 計

4,681 228 4,909

380

△ 13

時間外勤務手当 93

総合事務組合負担金 27

勤勉手当

期末手当

120

社会保険料 210

職員互助会負担金 1

共済組合負担金 17

会計年度任用職員報酬

△ 221

費用弁償

- 9 -



支　　出

5 排水設備費

1

2 手当

6 法定福利費

6 総係費

1 給料

2 手当

5 報酬

6 法定福利費

9 旅費

16 印刷製本費

28 研修費

△ 7

99 △ 43 56

款　・　項　・　目　・　節 既決予定額 補正予定額 計 備考（増減等）

職員互助会負担金 1

給料 10,137 185 10,322

1,811 △ 1,811 0 会計年度任用職員報酬

総合事務組合負担金 35

3,027 1,389 4,416 共済組合負担金 188

社会保険料 1,200

6,620 273 6,893 期末手当 448

勤勉手当 120

住居手当 △ 330

（単位：千円）

費用弁償

通勤手当

116,503 △ 1,912 114,591

157 68

21,555 1,213 22,768

11,993 700 12,693

77,29375,446 1,847

共済組合負担金

96

事務研修費225

264

349 △ 51 298

9,139 △ 1,988 7,151

社会保険料 △ 2,245

職員互助会負担金

期末手当

勤勉手当

△ 63

330

△ 200

306

231

住居手当

時間外勤務手当

総合事務組合負担金

- 10 -



収　　入

1 資本的収入

2 補助金

3 他会計補助金

1 一般会計補助金

支　　出

1 資本的支出

1 建設改良費

1 汚水管渠建設費

1 給料

2 手当

6 法定福利費 共済組合負担金

総合事務組合負担金 △ 89

期末手当 △ 269

扶養手当 △ 600

通勤手当 50

住居手当 △ 600

時間外勤務手当 894

△ 1,214

680,359

1,275,919

款　・　項　・　目　・　節 補正予定額 計 備考（増減等）

資 本 的 収 入 及 び 支 出

15,711

△ 1,214 1,274,705

2,163,394

18,788 △ 400

6,375

既決予定額

2,164,608

△ 200 6,175

（単位：千円）

593,538

77,112 △ 1,214 75,898

594,752 △ 1,214

18,388

16,325 △ 614

681,573 △ 1,214

（単位：千円）

款　・　項　・　目　・　節 既決予定額 補正予定額 計 備考（増減等）

1,615,494 △ 1,214 1,614,280

他会計補助金 77,112 △ 1,214 75,898

- 11 -



































  

議案第６４号 

 

 

 

令和５年度 

 

 

 

うるま市介護保険特別会計補正予算書（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県うるま市 

 

 





 

議案第６４号 

 

令和５年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度うるま市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４６，２３４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１２，１７９，０９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人 

う る ま 市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

１　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 3国庫支出金 2,689,678 679 2,690,357

 2国庫補助金 819,683 679 820,362

 4県支出金 1,531,098 4,544 1,535,642

 1県負担金 1,421,762 4,205 1,425,967

 3県補助金 109,336 339 109,675

 5支払基金交付金 2,853,180 14,117 2,867,297

 1支払基金交付金 2,853,180 14,117 2,867,297

 8繰入金 2,177,130 220,884 2,398,014

 1繰入金 1,903,481 7,806 1,911,287

 2基金繰入金 273,649 213,078 486,727

 9繰越金 1 505,470 505,471

 1繰越金 1 505,470 505,471

10諸収入 2,177 540 2,717

 3雑入 1,516 540 2,056

11,432,863 746,234 12,179,097



２　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 1総務費 327,309 1,879 329,188

 1総務管理費 180,794 1,870 182,664

 3介護認定審査会費 113,137 9 113,146

 5地域支援事業費 721,866 2,307 724,173

 2包括的支援事業・任意事業 283,028 2,307 285,335

費                      

 6基金積立金 2 529,380 529,382

 1基金積立金 2 529,380 529,382

 8諸支出金 249,649 212,668 462,317

 1償還金及び還付 181,498 165,885 347,383

 3繰出金 68,150 46,783 114,933

11,432,863 746,234 12,179,097



第２表　債 務 負 担 行 為 補 正

追加 （単位：千円）

期 間 限 度 額

令和６年度 40,920

　　-4-

事 項

介護予防普及啓発事業委託料



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

うるま市介護保険特別会計補正予算（第２号）に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





１　総　括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（歳　入）
（単位：千円）

款 　 計 　補 正 額補 正 前 の 額

　 歳 入 合 計 　

                                                  -5-                                                 

　３

　４

　５

　８

　９

１０

国庫支出金

県支出金

支払基金交付金

繰入金

繰越金

諸収入

2,689,678

1,531,098

2,853,180

2,177,130

1

2,177

11,432,863

679

4,544

14,117

220,884

505,470

540

746,234

2,690,357

1,535,642

2,867,297

2,398,014

505,471

2,717

12,179,097



（歳　出）

款

　 歳 出 合 計 　

　　計　　補正前の額 補 正 額

-6-

　１

　２

　５

　６

　８

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

諸支出金

327,309

10,128,520

721,866

2

249,649

11,432,863

1,879

0

2,307

529,380

212,668

746,234

329,188

10,128,520

724,173

529,382

462,317

12,179,097

補 正 前 の 額 補 正 額



地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

（単位：千円）

国 庫 支 出 金

-7-

補 正 額 の 財 源 内 訳

679

679

339

4,205

4,544 0

1,879

△68,150

1,289

525,175

280,818

741,011

68,150

△68,150

0

一 般 財 源

県 支 出 金



　（款） 3  国庫支出金

　　（項） 2  国庫補助金

介護保険特別会計                               -8-                                               

２　歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

 3 国庫支出金 2,689,678 679 2,690,357

  2 国庫補助金 819,683 679 820,362

   3 地域支援事業交付金（ 108,964 679 109,643
     包括的支援事業・任意
     事業）              

 4 県支出金 1,531,098 4,544 1,535,642

  1 県負担金 1,421,762 4,205 1,425,967

   1 介護給付費負担金 1,421,762 4,205 1,425,967

  3 県補助金 109,336 339 109,675

   2 地域支援事業交付金（ 54,481 339 54,820
     包括的支援事業・任意
     事業）              

 5 支払基金交付金 2,853,180 14,117 2,867,297

  1 支払基金交付金 2,853,180 14,117 2,867,297

   1 介護給付費交付金 2,734,694 14,117 2,748,811

 8 繰入金 2,177,130 220,884 2,398,014

  1 繰入金 1,903,481 7,806 1,911,287

   3 地域支援事業繰入金（ 54,480 339 54,819
     包括的支援事業・任意
     事業）              

   4 その他一般会計繰入金 325,451 1,879 327,330

   6 低所得者保険料軽減繰 202,634 5,588 208,222
     入金                

  2 基金繰入金 273,649 213,078 486,727

   1 基金繰入金 273,649 213,078 486,727

 9 繰越金 1 505,470 505,471

  1 繰越金 1 505,470 505,471

款 　 項 　 目



金 額区 分

説 明

節

                                               -9-                                               

（単位：千円）

 1 

 2 

 1 

 2 

 1 

 1 

 2 

 3 

 1 

現年度分

過年度分

現年度分

過年度分

現年度分

職員給与費等繰入金

事務費繰入金

低所得者保険料軽減繰
入金（過年度分）    

給付準備基金繰入金

679

4,205

339

14,117

339

1,870

9

5,588

213,078

現年度分                                 679
 (1)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意
 事業）                                (679)

過年度分                               4,205
 (1)介護給付費県負担金（過年度分）   (4,205)

現年度分                                 339
 (1)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意
 事業）                                (339)

過年度分                              14,117
 (1)介護給付費支払基金交付金（過年度分）    
                                    (14,117)

現年度分                                 339
 (1)地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意
 事業）                                (339)

職員給与費等繰入金                     1,870
 (1)職員給与等一般会計繰入金         (1,870)

事務費繰入金                               9
 (1)事務費一般会計繰入金                 (9)

低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）   5,588

給付準備基金繰入金                   213,078
 (1)介護保険給付費等準備基金       (213,078)



　（款） 9  繰越金

　　（項） 1  繰越金

介護保険特別会計                               -10-                                               

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

   1 繰越金 1 505,470 505,471

10 諸収入 2,177 540 2,717

  3 雑入 1,516 540 2,056

   1 雑入 1,516 540 2,056

款 　 項 　 目



金 額区 分

説 明

節

                                               -11-                                               

（単位：千円）

 1 

 1 

繰越金

雑入

505,470

540

繰越金                               505,470

雑入                                     540
 (1)食の自立支援サービス利用料         (540)



(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

３　歳出

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -12-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

327,309

180,794

180,794

1,879

1,870

1,870

329,188

182,664

182,664

1,879

1,870

1,870

  1 総務費

   1 総務管理費

    1 一般管理費



（単位：千円）

                                                 -13-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 2 

 3 

 4 

給料                          

職員手当等                    

共済費                        

900

200

770

 1 一般管理費（人件費）                1,870
    一般職給料                         (900)
    普通負担金（一般職）               (200)
    市町村共済組合負担金               (750)
    市町村職員互助会負担金              (20)



(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -14-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

113,137

113,137

9

9

113,146

113,146

9

9

   3 介護認定審査
     会費         

    1 介護認定審査
      会費



（単位：千円）

                                                 -15-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 8 旅費                          9 1 介護認定審査費                          9
    特別旅費                             (9)



(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -16-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

10,128,520

9,348,553

9,348,553

0

0

0

10,128,520

9,348,553

9,348,553

△68,150

△68,150

△68,150

68,150

68,150

68,150

  2 保険給付費

   1 介護サービス
     等諸費       

    1 介護サービス
      等諸費



（単位：千円）

                                                 -17-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明



(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -18-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

721,866

283,028

166,045

28,573

2,307

2,307

1,095

1,212

724,173

285,335

167,140

29,785

1,018

1,018

631

387

1,289

1,289

464

825

  5 地域支援事業費

   2 包括的支援事
     業・任意事業
     費           

    1 包括的支援事
      業費

    2 任意事業費



（単位：千円）

                                                 -19-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

 1 

 3 

12 

報酬                          

職員手当等                    

委託料                        

906

189

1,212

 1 包括的支援事業                      1,095
    会計年度任用職員報酬(パートタイム)      
                                       (906)
    期末手当（会計年度任用職員）       (189)

 1 任意事業                            1,212
    食の自立支援サービス事業委託料   (1,212)



(項) 1 基金積立金

(款) 6 基金積立金

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -20-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

2

2

2

529,380

529,380

529,380

529,382

529,382

529,382

4,205

4,205

4,205

525,175

525,175

525,175

  6 基金積立金

   1 基金積立金

    1 基金積立金



（単位：千円）

                                                 -21-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

24 積立金                        529,380 1 基金積立金                        529,380
    介護保険給付費等準備基金積立金          
                                   (529,380)



(項) 1 償還金及び還付

(款) 8 諸支出金

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -22-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

249,649

181,498

181,498

212,668

165,885

165,885

462,317

347,383

347,383

280,818

165,885

165,885

△68,150  8 諸支出金

   1 償還金及び還
     付           

    1 諸支出金



（単位：千円）

                                                 -23-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

22 償還金、利子及び割引料        165,885 1 償還金                            165,885
    償還金                         (165,885)



(項) 3 繰出金

(款) 8 諸支出金

国県支出金

補正前の額  計  

介護保険特別会計                                 -24-                                                 

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

款 項 目

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額

68,150

68,150

46,783

46,783

114,933

114,933

114,933

114,933

△68,150

△68,150

   3 繰出金

    1 繰出金



（単位：千円）

                                                 -25-                                                 

区 分

 節  

金 額

説 明

27 繰出金                        46,783 1 一般会計繰出金                     46,783
    一般会計繰出金                  (46,783)



給　　与　　費　　明　　細　　書

給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

１　一般職

　(1) 総括

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費 合 計

備 考報 酬

(千円) (千円)

補正後
20

108,645 69,348 35,511 213,504 24,348 237,852
(46)

補正前
20

107,739 68,448 35,122 211,309 23,578 234,887
(45)

(1)

※（　）内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
0

906 900 389 2,195 770 2,965

管 理 職 特殊勤務

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

比 較 0 0 0 0 0

0

補 正 前 0 0 0 0 0 0 0 0

補 正 後 0 0 0 0 0 0 0

勤務手当 負 担 金

(千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

0 0 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当
手　　当 手　　当

補 正 前 22,116 0 0 0 0 13,006

補 正 後 22,305 0 0 0 0 13,206

(千円) (千円)

-26-

　ア　会計年度任用職員以外の職員

比 較 189 0 0 0 0

(千円)(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

合 計
備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

200

(千円)

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費

(2)

補正前
20

0 68,448 13,006 81,454 23,578 105,032
(2)

補正後
20

0 69,348 13,206 82,554 24,348 106,902

(0)

※（　）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
0

0 900 200 1,100 770 1,870

管 理 職 特殊勤務

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

比 較 0 0 0 0 0

0

補 正 前 0 0 0 0 0 0 0 0

補 正 後 0 0 0 0 0 0 0

勤務手当 負 担 金

0 0 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当

補 正 後 0 0 0 0 0 13,206

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

手　　当 手　　当

補 正 前 0 0 0 0 0 13,006

200比 較 0 0 0 0 0



合 計
備 考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

　イ　会計年度任用職員

(千円)(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
職員数

給 与 費
共 済 費

(44)

補正前
0

107,739 0 22,116 129,855 0 129,855
(43)

補正後
0

108,645 0 22,305 130,950 0 130,950

(1)

※（　）内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

　　(職員手当の内訳)

区 分
地域手当 寒冷地手当 通勤手当 扶養手当 住居手当

(千円) (千円)

比 較
0

906 0 189 1,095 0 1,095

管 理 職 特殊勤務

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

教員特別

手　　当 手　　当 手　　当

比 較 0 0 0 0 0

0

補 正 前 0 0 0 0 0 0 0 0

補 正 後 0 0 0 0 0 0 0

勤務手当 負 担 金

0 0 0

休日勤務 夜間勤務 時 間 外 退職手当

補 正 後 22,305 0 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区 分
期末手当 勤勉手当

手　　当 手　　当

補 正 前 22,116 0 0 0 0 0

0

-27-

　(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

比 較 189 0 0 0 0

・会計年度任用職員以外
の職員手当の増
　200千円
・会計年度任用職員の職
員手当の増
　189千円

そ の 他 の 増 減 分 389

職員の異動等に伴う退職手当負担金
の増によるもの。
会計年度任用職員の増員に伴う期末
手当の増によるもの。

職
員
手
当

389

制度改正に伴う増減分 0

給
　
　
料

900

給与改定に伴う増減分 0
・一般職給料の増
　900千円

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

区分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

説 明 備 考
(千円) (千円)

そ の 他 の 増 減 分 900 職員の異動等に伴うもの



期　間 金　額 期　間 金　額 国・県 地方債 その他

-28-

16,163 9,412介護予防普及啓発事業委
託料

令和６年度

（令和５年度）

40,920 40,920 15,345

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　　　項 限度額

前年度末まで 当該年度以降 左　の　財　源　内　訳

の支出見込額 の支出予定額 特　定　財　源
一般財源

























































































議案第６９号 

 

具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区）請負契約について 

 

 

次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 ８３１，２０４，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字具志川１３７３番地の４ 

         (有)新秀建設・(株)喜神サービス・(有)大我組 

建設工事共同企業体 

         代表者 有限会社 新秀建設 

             代表取締役 新垣 均 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を必要とするため提案する。 

uruma5444
テキストボックス
－１－



uruma5444
テキストボックス
－２－



議案第７０号 

 

具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区）請負契約について 

 

 

次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １，０３５，１７７，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市石川赤崎一丁目９番３号 

         (株)丸善組・(株)シンコウハウス工業・(株)ニューテック 

建設工事共同企業体 

         代表者 株式会社 丸善組 

             代表取締役社長 新垣 勲 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を必要とするため提案する。 

uruma5444
テキストボックス
－１－



uruma5444
テキストボックス
－２－



議案第７１号 

 

   具志川小学校校舎増改築工事（電気）請負契約について 

 

 

 次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（電気） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １７９，５２０，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字平良川１４９番地 

                  （資）中江電気建設・（有）崎浜電気水道工事・うるま電工（同） 

         建設工事共同企業体 

                  代表者 合資会社 中江電気建設 

             代表者 中江 園子 

 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 具志川小学校校舎増改築工事（電気）の請負契約の締結については、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必

要とするため提案する。 

uruma5201
テキストボックス
- 1 -



uruma5201
テキストボックス
- 2 -



議案第７２号 

 

   具志川小学校校舎増改築工事（機械）請負契約について 

 

 

 次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（機械） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １９４，１５０，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字大田６３２番地の１ 

                  （有）新垣設備・（株）明正電設・（有）雅建設工業 

         建設工事共同企業体 

                  代表者 有限会社 新垣設備 

             代表取締役 新垣 壮大 

 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 具志川小学校校舎増改築工事（機械）の請負契約の締結については、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必

要とするため提案する。 

uruma5201
テキストボックス
- 1 -



uruma5201
テキストボックス
- 2 -



- 1 - 

 

議案第７３号 

 

うるま市税条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市税条例（平成１７年うるま市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは

納入する」に改める。 

 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規

定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で

定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載す

べき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出することができる。 

 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を「に

より」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。 

 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合算

額」に、「によって」を「により」に改める。 

 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び

第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「に
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よって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を「に

より」に改める。 

 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によって」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなし

て、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市

町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入するこ

とを委託したものとみなす」に改める。 

 

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収することが」

に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及び均等割額」の次

に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の

５において同じ。）」を加え、「によって徴収する場合においては」を「により徴収

する場合には」に、「によって徴収する」を「により徴収する」に改め、同項第２号

及び同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 

附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００

分の３５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

 （１） 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同

条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の２及

び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３

項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（この条例による改正後の

うるま市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部分に

限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

 （２） 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後のうるま市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべきうるま市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項にお

いて「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告

書については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の

環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由  

 地方税法の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 



 

 

議案第７４号 

 

うるま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

うるま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（平成１７年うるま市条例第１５８

号）の一部を次のように改正する。 

 

別表うるま市具志川消防署の項中「字川崎」を「字川崎の一部」に、「与那城照間」を「与

那城照間の一部」に改め、同表うるま市石川消防署の項中「字昆布」を「字昆布・字川崎

の一部」に改め、同表うるま市与勝消防署の項中「勝連南風原の一部」を「勝連南風原の

一部・与那城照間の一部」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 消防署の管轄区域の見直しに伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第７５号 

 

うるま市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

うるま市火災予防条例（平成１７年うるま市条例第１５９号）の一部を次のように改

正する。 

 

第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

 

第１３条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロ

ワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及

び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。

以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とするこ

と。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸

性の床上又は台上に設けなければならない。 

 

第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける

電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３

に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービ

クル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなけれ

ばならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るときは、この限りでない。 

 

第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第４号」に改

める。 

 

第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下の

ものを除く。）」を加える。 
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別表第３中 

「 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

注：機

器 本

体 上

方 の

側 方

又 は

後 方

の 離

隔 距

離 を

示

す。 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

不

燃 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

上記に分類さ

れないもの 

使用温度が８０

０℃以上のもの 

― ２ ５

０ 

２０

０ 

３０

０ 

２０

０ 

使用温度が３０

０ ℃ 以 上 ８ ０

０℃未満のもの 

― １ ５

０ 

１０

０ 

２０

０ 

１０

０ 

使用温度が３０

０℃未満のもの 

― １ ０

０ 

５０ １０

０ 

５０ 

」を 
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「 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

注：機

器本

体上

方の

側方

又は

後方

の離

隔距

離を

示

す。 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

不

燃 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木 炭 を

燃 料 と

す る も

の 

炭火焼き器 ― １ ０

０ 

５０ ５０ ５０ 

不

燃 

木 炭 を

燃 料 と

す る も

の 

炭火焼き器 ― ８０ ３０ ― ３０ 

上記に分類さ

れないもの 

使用温度が８０

０℃以上のもの 

― ２ ５

０ 

２０

０ 

３０

０ 

２０

０ 
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  使用温度が３０

０℃以上８００℃

未満のもの 

― １ ５

０ 

１０

０ 

２０

０ 

１０

０ 

使用温度が３０

０℃未満のもの 

― １ ０

０ 

５０ １０

０ 

５０ 

」に

改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を

原動力とする発電設備及びこの条例による改正後のうるま市火災予防条例（以下「新

条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるものを

除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工

事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第

８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、第１２条第２項及び第３項並びに第１

３条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものにつ

いては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条第

１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第１３条第

１項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるものの

うち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算

して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものに

ついては、当該規定は、適用しない。 
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令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案す

る。 



議案第７６号 
 
   中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 
 
 中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業施行条例（平成１７年うるま市条例第

１３８号）の一部を次のように改正する。 
 
 第２６条第３項中「郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第７５条の２第２項第３号

に規定する定形郵便物で重量２５グラムまでのものの料金の額に相当する額」を「土地

区画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第１７条に規定する額」に改める。 
 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
  令和５年９月４日提出 

うるま市長 中村 正人  
 
提案理由 

督促手数料の額を土地区画整理法施行規則に定める額とするため、当該条例を改正す

る必要があり提案する。 
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議案第７７号 

 

うるま市景観条例の一部を改正する条例 

 

うるま市景観条例（平成２３年うるま市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第７条に次の１項を加える。 

３ 重点地区の名称及び区域は、別表第１のとおりとする。 

 

 第１５条第２項中「次に掲げる行為」を「別表第２に掲げる行為」に改め、同項

各号を削る。 

 

 第１６条中「次」を「別表第３」に改め、同条各号を削る。 

 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

名称 区域 

伊計島重点地区 第６条の規定により策定した景観計画において、伊計島重

点地区として定めた区域 

別表第２（第１５条関係） 

１ 届出を要する行為（重点地区を除く。） 

対象となる行為 対象規模 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

その他の土地の形質の変更 

地形の外観の変更に係る土地の面積が１，５０

０平方メートル以上で切土又は盛土によって

生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル

以上の場合 

建築物の建築又は工作物の建設を伴

う木竹の植栽又は伐採 

植栽又は伐採に係る面積が１，５００平方メー

トル以上の場合 

屋外における土石、廃棄物、再生資源

その他の物件の堆積 

堆積の高さが３メートル以上の場合又は堆積

に係る土地の面積が１，５００平方メートル以

上で堆積期間が６０日以上の場合 

水面の埋立て又は干拓 全て 

夜間において公衆の観覧に供するた

め、一定の期間継続して建築物その他

１ 専用住宅以外の用途の建築物の外観及び

その敷地内において、照明を行う場合 
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の工作物又は物件（屋外にあるものに

限る。）の外観について行う照明 

２ 屋外駐車場や展示場などの屋外利用に供

する敷地において、照明を行う場合 

３ 史跡等の景観スポットにおいて、照明を行

う場合 

２ 届出を要する行為（重点地区） 

対象となる行為 対象規模 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

その他の土地の形質の変更 

地形の外観の変更に係る土地の面積が５００

平方メートル以上の場合又は切土又は盛土に

よって生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メ

ートル以上の場合 

建築物の建築又は工作物の建設を伴

う木竹の植栽又は伐採 

植栽又は伐採に係る面積が５００平方メート

ル以上の場合 

屋外における土石、廃棄物、再生資源

その他の物件の堆積 

堆積の高さが３メートル以上の場合又は堆積

に係る土地の面積が１，５００平方メートル以

上で堆積期間が６０日以上の場合 

水面の埋立て又は干拓 全て 

夜間において公衆の観覧に供するた

め、一定の期間継続して建築物その他

の工作物又は物件（屋外にあるものに

限る。）の外観について行う照明 

１ 専用住宅以外の用途の建築物の外観及び

その敷地内において、照明を行う場合 

２ 屋外駐車場や展示場などの屋外利用に供

する敷地において、照明を行う場合 

３ 史跡等の景観スポットにおいて、照明を行

う場合 

別表第３（第１６条関係） 

１ 届出を要しない行為（重点地区を除く。） 

対象となる行為 対象規模及び種類 

建築物の新築、増築、

改築又は移転 

建築物の高さ（増築にあっては、増築後の高さ）が１０メー

トル未満で建築面積（増築にあっては、増築後の建築面積）

が５００平方メートル未満の場合 

建築物の外観の変更を

伴う修繕若しくは模様

替又は色彩の変更 

建築物の高さが１０メートル未満で建築面積が５００平方メ

ートル未満の場合及び左記の行為による建築物の外観の変更

の範囲が１０平方メートル未満の場合 
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工作物の新設、増築、

改築又は移転 

１ 擁壁、垣（生垣を除く。）、柵、

塀その他これらに類するもの 

高さが３メートル未満

の場合 

２ 彫像、記念碑その他これらに類す

るもの 

３ 煙突、排気塔その他これらに類す

るもの 

４ 鉄筋コンクリート造の柱、金属製

の柱その他これらに類するもの 

５ 電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、

広告塔その他これらに類するもの 

６ 高架水槽、冷却塔その他これらに

類するもの 

７ 観覧車、飛行塔、コースター、ウ

ォーターシュート、メリーゴーラン

ドその他これらに類する遊戯施設 

８ コンクリートプラント、アスファ

ルトプラント、クラッシャープラン

トその他これらに類する製造施設 

９ 自動車車庫の用に供する立体的

な施設 

１０ 石油、ガス、液化石油ガス、穀

物、飼料等を貯蔵又は処理する施設 

１１ 汚水処理施設、汚物処理施設、

ごみ処理施設その他これらに類す

る施設 

１２ 風力発電施設 

高さが１０メートル未

満（左記の工作物が建

築物と一体となって設

置されるものにあって

は、左記の工作物の高

さが５メートル未満）

で築造面積が５００平

方メートル未満の場合 

１３ 電気供給又は有線電気通信の

ための電線路又は空中線類（支持物

を含む。）その他これらに類するも

の 

高さ（電線路又は空中

線の支持物が建築物と

一体となって設置され

るものにあっては、全

体の高さ）が、２０メ



- 4 - 

 

ートル未満の場合 

１４ 墓園類 築造面積が３００平方

メートル未満の場合 

１５ 太陽光パネル パネルの表面積の合計

が１，５００平方メー

トル未満の場合 

工作物の外観を変更す

ることとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の

変更 

上記１から１５までの場合及び左記の行為による工作物の外

観の変更の範囲が１０平方メートル未満の場合 

法第１６条第１項第３

号に規定する開発行為 

規模が、１，５００平方メートル未満の場合又は切土又は盛

土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル未満

の場合 

２ 届出を要しない行為（重点地区） 

対象となる行為 対象規模及び種類 

建築物の新築、増築、

改築又は移転 

床面積の合計が１０平方メートル以下の場合 

建築物の外観の変更を

伴う修繕若しくは模様

替又は色彩の変更 

左記の行為による建築物の外観の変更の範囲が１０平方メー

トル以下の場合 

工作物の新設、増築、

改築又は移転 

１ 煙

突、鉄

塔等 

煙突類、鉄筋コンクリ

ート造の柱、鉄柱、木

柱その他これらに類

するもの 

高さが６メートル以下（左記

の工作物が建築物と一体とな

って設置されるものにあって

は、左記の工作物の高さが５

メートル未満） 

電波塔その他これら

に類するもの 

高さが４メートル以下 

２ 擁壁、垣、柵、塀その他こ

れらに類するもの 

高さが２メートル以下の場合

（既存の石垣の改築・外観の

変更にあっては、法第１６条

第７項各号の規定による場
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合） 

３ 高架水槽、サイロ、物見塔

その他これらに類するもの 

高さが８メートル以下の場合 

４ 電気供給若しくは有線電

気通信のための電線路又は

空中線類（支持物を含む。） 

高さが１１メートル以下の場

合 

５ 墓園類 築造面積が３００平方メート

ル未満の場合 

６ 太陽光パネル 戸建住宅などに設置する自家

用の場合 

７ 看板などに類するもの 沖縄県屋外広告物条例（昭和

５０年沖縄県条例第２８号）

で適用除外の場合 

開発行為 規模が、５００平方メートル未満の場合で切土又は盛土によ

って生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル未満の場合 

木の伐採 規模が、５００平方メートル未満の場合又は枯損木の伐採や

木の保育のために通常行われる木の伐採の場合 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市景観条例の規定は、この条例の施行の日以後に申

請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の

例による。 
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令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

伊計島重点地区の指定及び届出対象等の制定に伴い、当該条例を改正する必要が

あり提案する。 
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議案第７８号 

 

うるま市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市空家等の適正管理に関する条例（平成２９年うるま市条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条中「第４条」の次に「第１項」を加える。 

 

第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の

次に次の１号を加える。 

（３） 管理不全空家等 法第１３条第１項の規定に該当し、市が認定した空家等を

いう。 

 

 第４条中「特定空家等」を「空家等」に改める。 

 

 第６条第１項中「特定空家等」の次に「及び管理不全空家等」を加え、同条第２項中

「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加える。 

 

 第９条第１項中「第６条」を「第７条」に改める。 

 

 第１０条の見出し中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、同条第１

項中「特定空家等の判断」を「特定空家等又は管理不全空家等の判断」に、「特定空家

等認定基準」を「空家等に関する認定基準」に改め、同条第２項中「特定空家等が疑わ

れる場合」を「認定基準を満たすことが疑われる場合」に、「特定空家等として」を「特

定空家等又は管理不全空家等として」に改める。 

 

 第１２条の見出し中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、同条第１

項中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、「第１４条各項」を「第１



‐2‐ 

３条各項又は第２２条各項」に改め、同条第２項中「第１４条第９項」を「第２２条第

９項」に改める。 

 

 第１３条第３項中「前項の緊急安全措置」を「第１項の措置」に、「当該緊急安全措

置に要した費用」を「当該措置に要した費用」に、「当該緊急安全措置に係る所有者等」

を「当該措置に係る空家等の所有者等」に改める。 

 

 第１４条中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加える。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５

年法律第５０号）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市空家等の適正管理に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に認定する空家等について適用し、同日前に認定する空家等につい

ては、なお従前の例による。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正等に伴い、当該条例を改正する必要

があり提案する。 
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議案第７９号 

 

うるま市建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例 

 

うるま市建築確認申請等手数料条例（平成１９年うるま市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１０条関係） 

事務 手数料の名称 手数料の額 

１ 法第７条の６第１項第１号及

び第２号（法第８７条の４又は法

第８８条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）

又は法第１８条第２４項第１号

及び第２号（法第８７条の４又は

法第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含

む。）の規定による仮使用の認定

の申請に対する審査 

検査済証の交付を受ける

前における建築物等の仮

使用認定申請手数料 

１２０，０００円

２ 法第４３条第２項第１号の規

定による建築物の敷地と道路と

の関係に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との

関係に関する制限の適用

除外に係る認定申請手数

料 

２７，０００円

３ 法第４３条第２項第２号の規

定による建築物の敷地と道路と

の関係に関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との

関係に関する制限の適用

除外に係る許可申請手数

料 

３３，０００円

４ 法第４４条第１項第２号の規

定による建築の許可の申請に対

する審査 

公衆便所等の道路内にお

ける建築許可申請手数料 

３３，０００円

５ 法第４４条第１項第３号の規

定による建築の認定の申請に対

道路内における建築認定

申請手数料 

２７，０００円
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する審査 

６ 法第４４条第１項第４号の規

定による建築の許可の申請に対

する審査 

公共用歩廊等の道路内に

おける建築許可申請手数

料 

１６０，０００円

７ 法第４７条ただし書の規定に

よる建築の許可の申請に対する

審査 

壁面線外における建築許

可申請手数料 

１６０，０００円

８ 法第４８条第１項から第１４

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可の申請に対する審査 

用途地域における建築等

許可申請手数料 

１８０，０００円

９ 法第４８条第１項から第１４

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可（法第４８条第１６項

第１号に該当する場合）の申請に

対する審査 

用途地域における建築等

許可（法第４８条第１６項

第１号に該当する場合）申

請手数料 

１２０，０００円

１０ 法第４８条第１項から第７

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可（法第４８条第１６項

第２号に該当する場合）の申請に

対する審査 

用途地域における建築等

許可（法第４８条第１６項

第２号に該当する場合）申

請手数料 

１４０，０００円

１１ 法第５１条ただし書（法第

８７条第２項若しくは第３項又

は法第８８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定によ

る特殊建築物等の敷地の位置の

特殊建築物等敷地許可申

請手数料 

１６０，０００円
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許可の申請に対する審査 

１２ 法第５２条第６項第３号の

規定による容積率に関する特例

の認定の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例認

定申請手数料 

２７，０００円

１３ 法第５２条第１０項、第１

１項又は第１４項の規定による

建築物の容積率に関する特例の

許可の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例許

可申請手数料 

１６０，０００円

１４ 法第５３条第４項又は第５

項の規定による壁面線の指定又

は壁面の位置の制限がある場合

の建築物の建ぺい率に関する特

例の許可の申請に対する審査 

壁面線の指定又は壁面の

位置の制限がある場合の

建築物の建ぺい率の特例

許可申請手数料 

３３，０００円

１５ 法第５３条第６項第３号の

規定による建築物の建ぺい率に

関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

建築物の建ぺい率に関す

る制限の適用除外に係る

許可申請手数料 

３３，０００円

１６ 法第５３条の２第１項第３

号又は第４号（法第５７条の５第

３項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物の敷地

面積の許可の申請に対する審査 

建築物の敷地面積に関す

る許可申請手数料 

１６０，０００円

１７ 法第５５条第２項の規定に

よる建築物の高さに関する特例

の認定の申請に対する審査 

建築物の高さの特例認定

申請手数料 

２７，０００円

１８ 法第５５条第３項の規定に

よる建築物の高さに関する特例

の許可の申請に対する審査 

建築物の高さの特例許可

申請手数料 

１６０，０００円

１９ 法第５５条第４項各号の規

定による建築物の高さに関する

制限の適用除外に係る許可の申

請に対する審査 

建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る許可

申請手数料 

１６０，０００円

２０ 法第５６条の２第１項ただ

し書の規定による建築物の高さ

日影による建築物の高さ

の特例許可申請手数料 

１６０，０００円
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に関する特例の許可の申請に対

する審査 

２１ 法第５７条第１項の規定に

よる建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

高架の工作物内に設ける

建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る認定

申請手数料 

２７，０００円

２２ 法第５７条の２第１項の規

定による特例容積率適用地区内

における特例容積率の限度の指

定の申請に対する審査 

特例容積率適用地区内に

おける特例容積率の限度

の指定申請手数料 

ア 敷地の数が２

である場合 ７

８，０００円 

イ 敷地の数が３

以上である場合

７８，０００円に

２を超える敷地

の数に２８，００

０円を乗じて得

た額を加算した

額 

２３ 法第５７条の３第１項の規

定による特例容積率適用地区内

における特例容積率の限度の指

定の取消しの申請に対する審査 

特例容積率適用地区内に

おける特例容積率の限度

の指定の取消し申請手数

料 

６，４００円に指定

した敷地の数に１

２，０００円を乗じ

て得た額を加算し

た額 

２４ 法第５７条の４第１項ただ

し書の規定による特例容積率適

用地区内における建築物の高さ

に関する特例の許可の申請に対

する審査 

特例容積率適用地区内に

おける建築物の高さの特

例許可申請手数料 

１６０，０００円

２５ 法第５８条第２項の規定に

よる高度地区における建築物の

高さに関する特例の許可の申請

に対する審査 

高度地区における建築物

の高さの特例許可申請手

数料 

１６０，０００円

２６ 法第５９条第１項第３号の

規定による建築物の容積率、建ぺ

い率、建築面積又は壁面の位置に

高度利用地区内における

建築物の容積率、建ぺい

率、建築面積又は壁面の位

１６０，０００円
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関する特例許可の申請に対する

審査 

置の特例許可申請手数料 

２７ 法第５９条第４項の規定に

よる建築物の各部分の高さに関

する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査 

高度利用地区内における

建築物の各部分の高さに

関する制限の適用除外に

係る許可申請手数料 

１６０，０００円

２８ 法第５９条の２第１項の規

定による建築物の容積率又は各

部分の高さに関する特例の許可

の申請に対する審査 

敷地内に広い空地を有す

る建築物の容積率又は各

部分の高さの特例許可申

請手数料 

１６０，０００円

２９ 法第６７条第３項第２号の

規定による建築物の敷地面積又

は同条第５項第２号の規定によ

る壁面の位置に関する特例の許

可の申請に対する審査 

特定防災街区整備地区内

における建築物の敷地面

積又は壁面の位置の特例

許可申請手数料 

１６０，０００円

３０ 法第６７条第９項第２号の

規定による間口率等に関する制

限の適用除外に係る許可の申請

に対する審査 

特定防災街区整備地区内

における建築物の間口率

等の適用除外に係る許可

申請手数料 

１６０，０００円

３１ 法第６８条第１項第２号の

規定による建築物の高さ、同条第

２項第２号の規定による建築物

の壁面の位置又は同条第３項第

２号の規定による建築物の敷地

面積に関する特例の許可の申請

に対する審査 

景観地区内における建築

物の高さ、壁面の位置又は

敷地面積の特例許可申請

手数料 

１６０，０００円

３２ 法第６８条第５項の規定に

よる建築物の各部分の高さに関

する制限の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

景観地区内における建築

物の各部分の高さの適用

除外に係る認定申請手数

料 

２７，０００円

３３ 法第６８条の３第１項の規

定による建築物の容積率、同条第

２項の規定による建築物の建ぺ

い率、同条第３項の規定による建

再開発等促進区等内にお

ける建築物の容積率、建ぺ

い率、高さ又は用途に関す

る制限の適用除外に係る

２７，０００円
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築物の高さ又は同条第７項（法第

８７条第２項又は法第８８条第

２項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物の用途

に関する制限の適用除外に係る

認定の申請に対する審査 

認定申請手数料 

３４ 法第６８条の３第４項の規

定による建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る

許可の申請に対する審査 

再開発等促進区等内にお

ける建築物の各部分の高

さに関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料 

１６０，０００円

３５ 法第６８条の４の規定によ

る建築物の容積率に関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける公共施設の整備の状

況に応じた建築物の容積

率に関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 

２７，０００円

３６ 法第６８条の５の２の規定

による建築物の容積率に関する

特例の認定の申請に対する審査 

防災街区整備地区計画の

区域内における建築物の

容積率の特例認定申請手

数料 

２７，０００円

３７ 法第６８条の５の３第２項

の規定による建築物の各部分の

高さに関する制限の適用除外に

係る許可の申請に対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける建築物の各部分の高

さに関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料 

１６０，０００円

３８ 法第６８条の５の５第１項

の規定による建築物の容積率又

は同条第２項の規定による建築

物の各部分の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける前面道路の幅員に応

じた建築物の容積率又は

各部分の高さに関する制

限の適用除外に係る認定

申請手数料 

２７，０００円

３９ 法第６８条の５の６の規定

による建築物の建ぺい率に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

地区計画等の区域内にお

ける建築物の建ぺい率の

特例認定申請手数料 

２７，０００円

４０ 法第６８条の７第５項の規予定道路に係る建築物の １６０，０００円
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定による建築物の容積率に関す

る特例の許可の申請に対する審

査 

容積率の特例許可申請手

数料 

４１ 法第８５条第６項の規定に

よる仮設興行場等又は仮設建築

物の建築の許可の申請に対する

審査 

仮設興行場等又は仮設建

築物の建築許可申請手数

料 

１２０，０００円

４２ 法第８５条第７項の規定に

よる１年を超えて使用する特別

の必要がある仮設興行場等の建

築の許可の申請に対する審査 

１年を超えて使用する特

別の必要がある仮設興行

場等の建築許可申請手数

料 

１６０，０００円

４３ 法第８６条第１項の規定に

よる一の敷地とみなされる一団

地内の建築物に関する特例の認

定の申請に対する審査 

一の敷地とみなされる一

団地内の建築物の特例認

定申請手数料 

ア 建築物の数が

１又は２である

場合 ７８，００

０円 

イ 建築物の数が

３以上である場

合 ７８，０００

円に２を超える

建築物の数に２

８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４４ 法第８６条第２項の規定に

よる一の敷地とみなされる一定

の一団の土地の区域内の既存建

築物を前提とした建築物に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

一の敷地とみなされる一

定の一団の土地の区域内

の既存建築物を前提とし

た建築物の特例認定申請

手数料 

ア 建築物（既存建

築物を除く。イに

おいて同じ。）の

数が１である場

合 ７８，０００

円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ７８，０００

円に１を超える

建築物の数に２
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８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４５ 法第８６条第３項の規定に

よる広い空地を有する一の敷地

とみなされる一団地内の建築物

に関する特例の許可の申請に対

する審査 

広い空地を有する一の敷

地とみなされる一団地内

の建築物の特例許可申請

手数料 

ア 建築物の数が

１又は２である

場合 ２２０，０

００円 

イ 建築物の数が

３以上である場

合 ２２０，００

０円に２を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４６ 法第８６条第４項の規定に

よる広い空地を有する一の敷地

とみなされる一定の一団の土地

の区域内の既存建築物を前提と

した建築物に関する特例の許可

の申請に対する審査 

広い空地を有する一の敷

地とみなされる一定の一

団の土地の区域内の既存

建築物を前提とした建築

物の特例許可申請手数料 

ア 建築物（既存建

築物を除く。イに

おいて同じ。）の

数が１である場

合 ２２０，００

０円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４７ 法第８６条の２第１項の規

定による一敷地内認定建築物以

外の建築物の建築の認定の申請

に対する審査 

一敷地内認定建築物以外

の建築物の建築認定申請

手数料 

ア 建築物（一敷地

内認定建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ７
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８，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ７８，０００

円に１を超える

建築物の数に２

８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４８ 法第８６条の２第２項の規

定による一敷地内認定建築物以

外の建築物に関する特例の許可

の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外

の建築物の特例許可申請

手数料 

ア 建築物（一敷地

内認定建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ２

２０，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４９ 法第８６条の２第３項の規

定による一敷地内許可建築物以

外の建築物に関する許可の申請

に対する審査 

一敷地内許可建築物以外

の建築物の許可申請手数

料 

ア 建築物（一敷地

内許可建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ２

２０，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に
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２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

５０ 法第８６条の５第１項の規

定による一の敷地内にあるとみ

なされる建築物の認定又は許可

の取消しの申請に対する審査 

一の敷地内にあるとみな

される建築物の認定又は

許可の取消し申請手数料 

６，４００円に現に

存する建築物の数

に１２，０００円を

乗じて得た額を加

算した額 

５１ 法第８６条の６第２項の規

定による建築物の容積率、建ぺい

率、外壁の後退距離又は高さに関

する制限の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関す

る都市計画に基づく建築

物の容積率、建ぺい率、外

壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に

係る認定申請手数料 

２７，０００円

５２ 法第８６条の８第１項の規

定による既存の一の建築物に係

る２以上の工事の全体計画の認

定の申請に対する審査 

既存の一の建築物に係る

２以上の工事の全体計画

の認定申請手数料 

２７，０００円

５３ 法第８６条の８第３項の規

定による既存の一の建築物に係

る２以上の工事の全体計画の変

更の認定の申請に対する審査 

既存の一の建築物に係る

２以上の工事の全体計画

の変更認定申請手数料 

２７，０００円

５４ 法第８７条の２第１項の規

定による既存の一の建築物の用

途変更に係る２以上の工事の全

体計画の認定の申請に対する審

査 

既存の一の建築物の用途

変更に係る２以上の工事

の全体計画の認定申請手

数料 

２７，０００円

５５ 法第８７条の２第２項の規

定により準用する既存の一の建

築物の用途変更に係る２以上の

工事の全体計画の変更の認定の

申請に対する審査 

既存の一の建築物の用途

変更に係る２以上の工事

の全体計画の変更認定申

請手数料 

２７，０００円

５６ 法第８７条の３第６項の規

定による興行場等への一時的な

興行場等への一時的な用

途変更許可申請手数料 

１２０，０００円
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用途変更の許可の申請に対する

審査 

５７ 法第８７条の３第７項の規

定による特別興行場等への一時

的な用途変更の許可の申請に対

する審査 

特別興行場等への一時的

な用途変更許可申請手数

料 

１６０，０００円

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市建築確認申請等手数料条例別表第４の規定は、この

条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものに

ついては、なお従前の例による。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

建築基準法の一部改正等に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８０号 

 

うるま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 

うるま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年うるま市条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

５ 市長 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成

２５年うるま市条例第４７号）に定める事務であって規則で

定めるもの 

」を 

「 

５ 市長 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成

２５年うるま市条例第４７号）に定める事務であって規則で

定めるもの 

６ 市長 うるま市こども医療費助成に関する規則（平成１７年うるま

市規則第７７号）による子どもの医療に要する費用の助成に

関する事務であって規則で定めるもの 

７ 市長 うるま市重度心身障害者（児）医療費助成に関する条例（平

成１７年うるま市条例第９７号）に定める事務であって規則

で定めるもの 

」に

改める。 

 

 

 別表第２中 

「 

７ 市長 うるま市母子及び父子家庭等

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

」を 



- 2 - 

 

「 

７ 市長 うるま市母子及び父子家庭等

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

国民健康保険法の被保険者の

資格に関する情報（以下「国

民健康保険被保険者資格情

報」という。）であって規則

で定めるもの 

うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に基

づく医療費給付に関する情報

であって規則で定めるもの 

８ 市長 うるま市こども医療費助成に

関する規則による子どもの医

療に要する費用の助成に関す

る事務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

国民健康保険被保険者資格情

報であって規則で定めるもの 

うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に基

づく医療費給付に関する情報

であって規則で定めるもの 

９ 市長 うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 



- 3 - 

 

身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による身

体障害者手帳に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳関係情報であって規

則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する

法律の被保険者の資格に関す

る情報であって規則で定める

もの 

国民健康保険被保険者資格情

報であって規則で定めるもの 

」に

改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、当該条例を改正する必要があ

り提案する。 



 

議案第８１号 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年うるま市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

第３７条第１項中「Ｂ型（同省令第２７条」を「Ｂ型（同令第２７条」に、「Ｂ型をい

う。第４２条第３項第１号」を「Ｂ型をいう。同号」に、「Ｃ型（同省令第２７条」を「Ｃ

型（同条」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のうるま市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定は、令和５年４月１日

から適用する。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令の施行等に伴い、当該条

例を改正する必要があり提案する。 

 



議案第８２号 

 

うるま市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市印鑑条例（平成１７年うるま市条例第１０９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第１３条の２を次のように改める。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条の２ 登録者は、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次に掲げるもの

を用いて、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、

当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。）を

利用して、印鑑登録証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。 

（１） 個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カー

ドであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第２２条第

１項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものを

いう。） 

（２） 移動端末設備（公的個人認証法第１６条の２第１項に規定する移動端末設備

であって、同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証

明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。） 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

提案理由 

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の改正に伴い、当該条

例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８３号 

 

   うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市附属機関設置条例（平成１７年うるま市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表中 

「 

うるま市バイオマス

利活用推進協議会 

バイオマス利活用推進に関し必要な事項につ

いて協議すること。 

」を 

「 

うるま市バイオマス

利活用推進協議会 

バイオマス利活用推進に関し必要な事項につ

いて協議すること。 

うるま市循環型農業

推進協議会 

循環型農業推進に関し必要な事項を協議する

こと。 

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７

年うるま市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

うるま市消防協議会 医師 日額 １０，０００ 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 

」を 

「 

うるま市消防協議会 医師 日額 １０，０００ 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 
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うるま市循環型農業推進協議会

委員 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 

                                 」に改める。 

 

令和５年９月４日提出 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 うるま市循環型農業推進協議会を設置するため、当該条例を改正する必要があり提案

する。 


